
 

 

大田区ハザードマップについて 

 

 

１ 目的 

  区民が地域の災害リスクについて理解を深め、いざという時に命を守る 

避難行動を考えるためのツールであるハザードマップについて、東京都が 

公表した新たな被害想定の反映等を行うため改訂する。 

  また、改訂内容を広く周知するため、広報誌を全戸配布する。 

 

２ 改訂内容 

（１）東京都が公表した新たな被害想定等を反映する。 

（２）現在、災害種別に分かれているマップを統合し、冊子型とする。 

（３）英語・中国語併記版のマップを新たに作成する。 

（４）やさしい日本語版のマップを新たに作成する。 

 

３ 配布時期 

 （１）広報誌     令和５年２月から順次全戸配布予定 

（２）ハザードマップ 令和５年４月から窓口配布開始予定 

 

防災安全対策特別委員会 

令和４年 12月６日 

総務部 資料１番 

所管 防災危機管理課 


